








・平成 19年 12月  療養通所介護利用を開始した 歩行器の使用不可能になる 

訪問看護１回／週希望 

・平成 20年 1月  上肢全廃となり、人工呼吸器を装着しない生き方を自己決定した 

・平成 20年 1月 15日～ ３日間入院 IPPV装着 

・平成 20年 2月  胃ろう造設の説明を受ける 抗不安薬等の処方を受け精神的にやや

安定する 呼吸苦の訴えが減る 

・平成 20年 5月  胃ろう造設 

・平成 20年 8月  車いす移乗時の首の扱いに不満があり、担当者をはずしてほしいと

訴える 

・平成 20年 10月  要介護認定５ 

・平成 20 年 12 月  担当者会議（医師・ケア担当者・妻・本人）で妻は最後まで家で

看たいと意思を伝える。一人で過ごすことへの不安を感じるよう

になり、妻外出時の訪問介護導入 

ポータブルトイレの試用を訪問看護から提案するがＡ氏断る 

・平成 21年 1月  排便介助目的で訪問看護導入 

・平成 21年 2月  思うように声が出なくなり言葉での意思疎通が困難な状態になった 

五十音版を用いてアイコンタクトで意志疎通を図る 

・平成 21年 4月  妻が体調を崩し妻中心の介護が不可能になった。 

訪問看護、訪問介護、療養通所介護の利用回数を増やす。 

・平成 21年 7月 19日  無呼吸回数が増え意識レベルが低下し、SpO2 85％に低下した。

為療養通所介護の利用を中止した。 

・平成 21年 7月 30日  自宅で妻が見守る中昇天した。 

 

）ケア  

 訪問看護・居宅支援事業所・療養通所介護・訪問介護・医師との連携をはかり、本人、

家族（妻）のニーズに沿った在宅での看とりを支援する。 

 

４ ケア と  

①  

#1 予期的悲嘆 

   悲嘆を表出したことに、共感し受け止める。 

   本人が持つ悲嘆の内容を妻が理解できる支援をする。 

#2言語的コミュニケーション障害 

    五十音版を用いてアイコンタクトで文字を拾いコミュニケーションを図る。 

   コミュニケーションを図る支援を行うことで会話を楽しむことができる。 

#3家族プロセスの変調 

   介護サービスを利用することにより、妻の休息を図る。 

   

② 施 

＃1予期的悲嘆 

平成 21年 4月、妻が体調を崩し妻中心の介護が不可能になった。主治医がレスパイ

ト入院も勧め、Ａ氏・妻・主治医・ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰと繰り返し話し合いを重ねた。Ａ氏は「入

院はしたくない」妻も「自宅で最期まで看る事が自分の使命だと思う」との意向を強く

示した。在宅で過ごせる事を最優先に考え、療養通所介護の利用を週 3回に増やした。

このころからＡ氏は、移乗や送迎時の苦痛、入浴時の対応等思い通りに行かない事に対
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Ａ氏の場合も例外ではなく、介護者である妻は、疲労が重なり介護中体調不良となっ

た。しかし、今回の場合は、利用者及び家族の「自宅で生活しながら最期を迎えたい」

というニーズを大切にし、チーム員が連携して関わったことにより、A氏の死後も介護者

である妻より、「療養通所介護があったから、最期まで家で過ごさせてあげる事ができた。

かなり状態が悪くなってからも受け入れてもらって有難かった」という言葉が聞かれた。

また、計画的にリハビリテーションを行ったことで、Ａ氏は最期まで関節の拘縮もなく

過ごす事が出来、本人・家族の希望であったトイレの使用も長期間可能となった。さら

に、療養通所介護は、妻のレスパイトケアにつながったと考える。 

神経難病の利用者や家族に関わる場合には、精神的な支援が重要である。療養通所介

護では、長時間利用者と向き合う時間がある為、ゆとりを持ってコミュニケーションを

とる事ができ、精神的ケアをも担う事ができることを再認識した。 

 

  

① 療養通所介護は、人員基準では 1.5名の利用者に対して 1名以上の看護・介護職員

になっているが、筋委縮性側索硬化症（ALS）等神経難病疾患の利用者が重症化した

場合は、本人や家族のニーズに沿ったケアを実施するためには看護・介護職員の定

員数を増やす必要がある。 

 ・利用者 1人対し 2人の看護・介護職員が必要な場合が多い。 

・送迎には看護師が付き添う為、最低、送迎車台数分の看護師が必要である。 

 

② 診療報酬は 1.500単位であり加算が無い為、療養通所介護事業所のほとんどが赤字

経営の現状であり、診療報酬の見直しが不可欠である。 
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